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短期的展望に関する論点 

 

第１ 前提 

１ 用語 

 本論点における用語は、別に定めるもののほか、「行政の進化と革新のための

生成ＡＩの調達・利活用に係るガイドライン」（令和７年５月２７日デジタル社

会推進会議幹事会決定。以下「政府ガイドライン」という。）表１によることとす

る（なお、生成ＡＩシステムにつき、「政府情報システム」とあるのは、「情報シ

ステム」と読み替える。）。 

２ 対象範囲 

民事司法分野においては、法的紛争の発生から解決までのフローとして、一般

に、検討、相談、交渉、ＡＤＲ、民事訴訟の各フェーズがあると言われることが

あるが、本論点においては、主として紛争解決手段として民事訴訟による公権的

解決が選択される事案を念頭に置いた上で、今後数年程度の間において、現在の

民事訴訟実務を前提として（生成）ＡＩを利活用することで一定の効果が見込ま

れると一応想定できるケースをユースケースとして取り上げ（以下、これらのケ

ースを「想定ユースケース」という。）、想定ユースケースにおいて検討すべき論

点を主な対象とすることとした。なお、国民一般が法的紛争解決に向けてＡＩを

利活用する場面については、中長期的な展望とも関連する部分が特に多いものと

考えられることから、本論点においては、対象外とした。 

３ 検討の進め方 

民事訴訟を利用した法的紛争の解決までの流れは、①訴訟提起に向けた準備活

動と②訴訟における審理に大別できる。まず①の段階では、特に弁護士・司法書

士が関与する事案において、弁護士・司法書士は、単に事実や証拠を繋ぎあわせ

て法律文書を作成しているのではなく、勝訴見込みを意識し、事実関係や法令、

判例、学説等の調査を行い、法律構成の検討や証拠収集をするというスパイラル

的なシミュレーションを繰り返し、勝訴見込み、回収可能性、迅速性、紛争解決

の手段などを踏まえ、依頼者の依頼目的に最も適合的であるかどうかの見地から

事件処理の基本方針を策定し、これに沿って戦略・戦術的な事務処理を行ってい

る。また、②の段階では、当事者は相手の対応に応じて流動的に主張立証の攻防

を繰り返すことになることから、裁判所と当事者との間で主要な争点や何が重要

な証拠であるかについて認識を共有することにより、攻撃防御を当該争点に集中

させ、必要な人証を集中して調べた上で審理を終え、判決書に基づいて判決が言

い渡されることになる。 

そこで、今後の検討では、まずは、このような実情を踏まえつつ、想定ユース

ケースの実現可能性や便益について考察した上で、想定ユースケースにおけるＡ

Ｉ利活用に伴うリスク・課題や利活用の限界についての検討を進めていくことが
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適当でないかと考えられるが、どうか。 

第２ 裁判所業務及び弁護士・司法書士業務での利活用 

１ 想定ユースケース 

(1) 裁判所業務 

ア 争点整理の場面での利活用 

前記第１の３のとおり、裁判所と当事者との間で主要な争点や何が重要な

証拠であるかについて認識を共有することにより、攻撃防御を当該争点に集

中させ、必要な人証を集中して調べることで、充実した審理を迅速に行うこ

とができ、そのためにも争点整理は重要である。もっとも、近時、民事第一

審訴訟事件については、争点整理期間が長期化し、それに伴って全体の審理

期間が長期化する傾向にあることから、上記のような認識共有の作業が必ず

しも円滑に行われていないことがうかがわれる。こうした状況を踏まえて、

実務上、当事者・裁判所間の認識共有を図るための様々な実践的な取組が行

われてきたところであり、こうした取組自体に生成ＡＩを利活用して作業の

効率化を図ることで、より充実した争点整理の実現が期待できるように思わ

れる。 

そこで、争点整理の場面において、例えば、以下のような場面で生成ＡＩ

を利活用することが考えられるが、どうか。また、他に生成ＡＩを利活用す

ることで争点整理の実効性を高めることが期待できるものとして、どのよう

なものが考えられるか。 

① 当事者提出の主張書面・証拠を参照させた上で、主張事実の要約や表・

図式形式での整理に活用する。例えば、期日直前に分量のある準備書面が

提出された場合において、内容を要約させて、概要を把握した上で期日に

臨む、複数かつ分量のある準備書面が当事者双方から提出されている場合

において、これらを対比させた主張整理表を作成させる、経緯の長い事件

で、争いのない事実や容易に認定できる事実とそれらの認定根拠をまとめ

た時系列表を作成させる、といったことが考えられる。 

② 争点整理期日の録音データを参照させた上で、期日の議論・準備事項を

整理させ、概要をまとめたものを作成し、裁判所及び当事者双方と共有す

る。 

イ その他の場面での利活用 

①尋問の録音データの文字起こしや誤字脱字のチェック、②裁判所書記官

が行う事務作業の補助及び③チャットボットを活用した手続案内について、

生成ＡＩの利活用が想定されるが、どうか。 

他方で、判決書の作成支援については、取り分け証拠を評価して、争いの

ある事実を認定する部分に関して、現時点での生成ＡＩによる出力の精度は

低いとの指摘もあることから、短期的には、生成ＡＩの利活用を想定するこ

とが困難な場面であることや法的評価も含めた最終的な評価・判断に係る部
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分については、裁判の中核に関わる部分を代替するに等しく適当でないとの

議論もあることから これらの当否も含めて中長期的課題として引き続き検

討するのが適当と考えられるが、どうか。 

(2) 弁護士・司法書士業務 

前記第１の３の実情を踏まえ、訴訟提起に向けた準備段階も含め、弁護士・

司法書士がＡＩを利活用することで作業効率を上げることで、裁判の迅速化の

みならず、法律構成等を検討するための時間を確保することが可能となり、よ

り充実した審理に寄与することが期待できるように思われる。 

そこで、例えば、以下のような場面で生成ＡＩを利活用することが考えられ

るが、どうか。 

① 膨大なデータの集約・分析・整理・加工（時系列表作成も含む） 

② 経験則の情報調査（自然科学の基礎知識等） 

③ 証拠分析（取引情報の分析、外国語文書の邦訳、書証相互間の整合性の検

証等）と証拠説明書の作成補助 

④ 判決・判例・文献の要点抽出 

⑤ 主張書面・陳述書（匿名化）の文章のアイデア出し、要約、整合性調査 

⑥ 争点整理表の作成・尋問テスト 

⑦ 登記事項証明書の読み取りによる権利関係の確認やリスクの判定補助 

(3) 裁判所・弁護士・司法書士業務共通 

法令、判例、学説等の調査の一環として、判例検索・リーガルリサーチサー

ビス（生成ＡＩを利活用したもの）の利用が想定されるが、どうか。 

 ２ 想定ユースケースにおけるＡＩ利活用に伴うリスク・課題と考えられる対応策 

（注）以下の検討においては、想定ユースケースにおいて想定どおりの場面・方法

でＡＩが利活用される場合だけではなく、想定外の場面・方法でＡＩが利用さ

れる可能性についても考慮する必要がある。 

(1) 生成ＡＩ利活用によるリスク 

ア 一般的なリスク 

生成ＡＩの利活用について一般的に指摘されるリスクは、以下のとおり、

想定ユースケースでの利活用に際しても同様に問題となり得るものと思わ

れるが、各リスクへの対応策としてどのようなものが考えられるか。 

(ア) 説明責任の担保（ブラックボックス・一貫性のない出力） 

生成ＡＩは、複雑かつ公開されていないアルゴリズムゆえに、その出力

過程が不透明であり、出力に至った理由を説明できないことが多い。また、

生成ＡＩの出力にばらつきがあることで、同一の入力に対して異なる回答

を生成する可能性がある。他方で、裁判所は、特に当事者に対して判断理

由を示す必要があるという点での高い説明責任を果たすことが求められる。 

(イ) 公平性・バイアス 

生成ＡＩは、学習データに含まれる社会的・歴史的なバイアスを反映し、
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特定の属性（性別・経済状況など）に対して差別的な出力を行う可能性が

あり、人間の道徳や倫理、これらに対する社会的認識や経時的変化を十分

に把握できず、そのような観点による考慮が不足する可能性があるとされ

る。 

(ウ) ハルシネーション 

 生成ＡＩは、事実と異なる情報を出力することがあり、司法分野におけ

る利活用に際しては、判例・法令・文献の引用において存在しないものを

存在するものであるかのように提示する可能性が指摘されている。 

イ 裁判所業務における特有のリスク 

裁判官が審理判断の過程でＡＩを利活用することについては、例えば、事

実認定の場面を念頭に置いて、裁判官であっても意図せざる影響を受ける可

能性があることからＡＩ利活用に慎重であるべきとの意見や、裁判官が自ら

の考え方を顧み、又は物事を俯瞰的に見るための端緒として活用するという

利点もあるとの意見が示された。他方、本論点において検討対象とされる主

な想定ユースケースである主張整理等の場面については、裁判官であれば、

出力内容を理解・評価して利活用することに大きな課題はないとの意見もあ

る。これらの意見も踏まえ、想定ユースケースを前提とした場合、ＡＩの利

活用による裁判官の審理判断に対する影響について、どのように考えるか。

また、影響があり得るとして、そのことを裁判官の職権行使の独立や自由心

証主義との関係でどのように考えるか、悪しき影響を低減させるために必要

な対応としてどのようなことが考えられるか。 

ウ 弁護士・司法書士業務における特有のリスク 

ＡＩの出力に内在するバイアスが弁護士・司法書士の法的判断に影響を与

えるとの意見もあるところ、想定ユースケースを前提とした場合、弁護士・

司法書士業務における特有のリスクとして、どのようなものが考えられるか。 

(2) 個人情報保護と情報セキュリティ 

ＡＩについては、学習や処理の過程で、個人情報や機密情報が意図せずに含

まれて漏洩する可能性が指摘されるが、訴訟記録には、当事者の個人情報や企

業の営業秘密等のセンシティブな情報が含まれることは避けられないところ

がある。個人情報保護や情報セキュリティの観点から検討すべき課題及び対応

策としてどのようなものが考えられるか。 

(3) ＡＩシステムの整備・調達・運用・セキュリティ（裁判所業務関係） 

ア ＡＩモデルの選択 

裁判所が利用するＡＩモデルについて、複数の種類のモデルを利用すべき

であるとの考え方があるが、どのように考えるか。また、裁判官の判断部分

に関与するＡＩの利活用に際して、司法権という国家主権の行使に関係する

ものであるとの観点を踏まえて、外国製のＡＩモデルを利用することの適否

を検討する必要があるとの指摘があるが、利用するＡＩモデルについて、ど
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のように考えるべきか。 

イ ＡＩセキュリティ 

ＡＩが学習するデータに悪意ある情報が混入されると、誤った内容や偏っ

た内容が出力される可能性がある。ＡＩモデルが確保すべきＡＩセキュリテ

ィについてどのように考えるか。例えば、訴訟記録にプロンプトインジェク

ション（ＡＩモデルに意図しない動作を引き起させる不正な入力）による攻

撃がされるリスクへの対応としてどのようなことが考えられるか。 

ウ 生成ＡＩシステムの調達 

     利用する生成ＡＩシステムを調達するに際しては、以下の点に留意する必

要があると考えられるが、どうか。このほかに留意すべき点としてどのよう

なものがあるか。 

(ア) 要機密情報を取り扱うクラウドサービスを調達することが想定される

ことから、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP：

Information system Security Management and Assessment Program）の

原則利用の考え方に基づき、原則として ISMAPクラウドサービスリスト又

は ISMAP-LIU クラウドサービスリストから選定する。 

(イ) 生成ＡＩシステムの調達に際しては、生成ＡＩシステムの調達時の要

求、要求事項を満たすための対策例とその詳細、裏付けとなる情報例を整

理したものである政府ガイドライン別紙３調達チェックシートを参照す

る。 

エ 生成ＡＩシステムの監査 

生成ＡＩシステム特有のリスクケースが発生した場合等には監査を実施

することも想定されるが、想定ユースケースにおいて利用する生成ＡＩシス

テムにおける監査についてどのように考えるか。 

オ 利活用するＡＩモデルの更新 

急速な技術的進展、利用料の変動及び判断傾向や学習内容の変更を踏まえ、

利用するＡＩモデルの更新の頻度について、どのように考えるか。 

(4) ＡＩシステムの整備・運用・セキュリティ（弁護士・司法書士業務関係） 

弁護士・司法書士業務での利活用において、ＡＩシステムの整備・運用・セ

キュリティの観点から検討すべき課題及び対応策として特に検討すべきもの

として、どのようなものが考えられるか。 

また、今後、弁護士・司法書士の間において、その主たる取扱分野や事務所

の規模等に応じて、ＡＩ利活用の環境に相当程度の差異が生じていく可能性も

考えられるが、どのように考えるか。 

(5) ＡＩガバナンス 

ア 裁判所による生成ＡＩシステムの利活用の透明性の確保 

裁判所が生成ＡＩシステムを利活用することについては、透明性を確保す

べきであるとの指摘があるが、どのように考えるか。例えば、①裁判所が利
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用するＡＩモデルの公表や②弁論主義（私知利用の禁止）や当事者への不意

打ち防止への配慮についてどのように考えるか。 

イ 弁護士・司法書士と依頼者・関係者との関係 

弁護士・司法書士業務での利活用において、依頼者・関係者との関係の観

点から検討すべき課題及び対応策として、どのようなものが考えられるか。 

ウ ルール化の要否 

前記(1)イ及びウや上記ア及びイのような課題について、裁判所及び訴訟

代理人による実務上のプラクティスが形成されることに委ねることで足り

るという考え方と一定の規律を設けるべきであるという考え方があるが、ど

のように考えるか。 

エ ＡＩガバナンス体制の整備その他の課題 

裁判所が整備すべきＡＩガバナンス体制その他裁判所においてＡＩを利

活用するに際して検討すべきＡＩガバナンス上の課題としてどのようなも

のがあるか。 

弁護士・司法書士業務での利活用において検討すべきＡＩガバナンス上の

課題としてどのようなものがあるか。 

３ 想定ユースケースにおけるＡＩの利活用の進展による影響等 

(1) より効果的にＡＩを利活用するための方策等 

想定ユースケースにおいて生成ＡＩを利活用するとしても、例えば、それぞ

れの場面におけるニーズに即したより精度の高い出力を得るには適切なプロ

ンプトチューニング等が必要であるとの指摘もあるところであり、ＡＩの利活

用をより効果的なものとするために、どのような課題があり、また、その対応

策としてどのようなものが考えられるか。 

(2) 更なるＡＩの利活用の検討に向けた検討課題 

裁判所業務又は弁護士・司法書士業務においてＡＩの利活用が進むこととな

れば、それぞれの業務の在り方だけでなく、他方の業務の在り方に影響を与え、

現在の民事訴訟実務が大きく変容していくことも想定されるが、更なるＡＩの

利活用の在り方について検討を進める上で、この点についてどのように考え、

また、どのような課題があるか。 

第３ ＡＩを利用して作成された証拠への対応 

１ 証拠提出の前提となる訴訟代理人の対応等 

   社会においてＡＩが広く利活用されることに伴い、ＡＩを利用して偽情報・誤

情報が容易に生成することが可能になりつつあり、その結果、民事訴訟の場面で

も問題となりうる状況が生じつつある。具体的には、ＡＩを利用して証拠を偽造

するおそれがあることも否定することはできないことのほか、ＡＩによる偽造証

拠を偽造とは知らずに依頼者が訴訟代理人に渡すようなことも想定される。 

   現時点においても、偽造された証拠が依頼者から訴訟代理人に渡されることな

どはあり得るところであり、訴訟代理人においては、依頼者からの聞き取り等を
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通じて、当該証拠自体が不自然なものではないか、他の関連事実、関連証拠から

不自然なものでないかなどを検討し、証拠提出に至るものと考えられる。 

   今後は、ＡＩによる偽造証拠が提出されるおそれが高まるとも考えられるとこ

ろ、訴訟代理人においては、そのようなおそれの高まりも踏まえつつ（それが法

的義務違反となるかどうかは別としても）証拠提出をすることが求められるよう

に考えられるが、どのような対応策が考えられるか。 

２ 証拠提出ルール 

民事訴訟においては、「文書は、その成立が真正であることを証明しなければ

ならない。」（民訴法２２８条１項）ものとされているところ、提出された文書が、

ＡＩによる偽造証拠である旨の主張がされた場合には、提出者において、当該証

拠が真正に成立したことを証明する必要がある。 

また、訴訟指揮権の行使（民訴法１４８条）として、ＡＩを利用した証拠提出

を禁止することや、ＡＩの利用の有無及び範囲等を明らかにするよう求めること

なども考えられる。 

以上を踏まえ、ＡＩを利用して作成された証拠の提出に関するルールの在り方

や留意点等について、どのように考えるか。 

３ ＡＩによる偽造証拠の判断枠組み等 

ＡＩを利用して証拠が偽造された場合には、これを判別することが外形上困難

である可能性が高いことを踏まえると、前記２のような証拠提出に関するルール

のみならず、ＡＩによる偽造ではないこと、すなわち当該証拠の成立の真正を証

明するための判断の枠組みや方法を検討することが必要であるとも考えられる。 

もっとも、ＡＩに関する技術が日々進展していることなどを踏まえると、現時

点において上記のような判断の枠組みを策定することは困難であるようにも考

えられる。また、前記２のように、提出された証拠が真正に成立したものである

（ＡＩによる偽造ではない）ことは、まずは当事者において主張・立証がされる

ことになるが、その立証のためには、相当額のフォレンジック費用等を要する場

合もあり、費用負担の観点から実質的に立証を断念せざるを得ない場合もあるの

ではないか、との懸念もある。以上を踏まえ、提出証拠がＡＩを利用して偽造さ

れた旨の主張がされた場合における判断の枠組みや方法等について、提出証拠が

偽造である旨の主張がされた場合における現在の実務上の取扱いも踏まえ、どの

ように考えるか。  
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（参考・「行政の進化と革新のための生成ＡＩの調達・利活用に係るガイドライン」

表１抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


